
分
を
、
8
月
中
旬
に
お
届
け
す
る
納
税

通
知
書
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
40

歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
方
（
介
護
保
険
第

2
号
被
保
険
者
）
は
、
国
民
健
康
保
険

税
に
介
護
保
険
分
を
含
め
て
納
め
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
昨
年
度
の
税
制
改
正
に
よ
り

昨
年
度
課
税
分
か
ら
、
公
的
年
金
等
控

除
額
が
120
万
円
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。

こ
れ
に
伴
う
激
変
緩
和
措
置
と
し
て
、

平
成
17
年
度
に
お
い
て
140
万
円
の
公
的

年
金
等
控
除
を
受
け
ら
れ
た
方
に
つ
い

て
は
、
平
成
18
年
度
に
お
い
て
は
13
万

円
、
平
成
19
年
度
に
お
い
て
は
7
万
円

を
120
万
円
に
上
乗
せ
し
て
控
除
す
る
課

税
の
特
例
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

該
当
す
る
世
帯
は
、
平
成
18
年
度
よ

り
も
国
民
健
康
保
険
税
が
増
額
と
な
り

ま
す
が
、
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

問
合
せ
先

市
役
所
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

T
52
ー
1
1
1
1
（
内
線
216
･
261
）

水
道
メ
ー
タ
ー
（
量
水
器
）
の
使
用

期
限
は
、
計
量
法
で
8
年
以
内
と
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

使
用
期
限
の
近
づ
い
た
メ
ー
タ
ー
は
、

毎
年
計
画
的
に
取
り
替
え
て
い
ま
す
。

今
年
は
、
8
月
か
ら
9
月
に
か
け
て
取

り
替
え
作
業
を
行
な
い
ま
す
。
該
当
す

る
家
庭
に
は
、
市
が
委
託
し
た
指
定
給

水
装
置
工
事
事
業
者
が
伺
い
ま
す
。

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
作
業

に
対
す
る
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。
な
お
、
費
用
の
負
担
は
あ
り

ま
せ
ん
。

問
合
せ
先

市
役
所
上
下
水
道
グ
ル
ー
プ

T

52
ー
1
1
1
1
（
内
線
293
・

294
・
297
）

県
動
物
保
護
管
理
セ
ン
タ
ー
は
、
管

理
施
設
な
ど
の
定
期
点
検
整
備
の
た
め
、

犬
・
ね
こ
の
収
容
施
設
を
一
時
閉
鎖
し

ま
す
。

こ
の
た
め
犬
・
ね
こ
の
保
護
・
引
取

り
業
務
を
休
止
し
ま
す
。

業
務
休
止
期
間

8
月
13
日
（月）
〜
15
日

（水）
問
合
せ
先

・
県
動
物
保
護
管
理
セ
ン
タ
ー

T
0
5
6
5
ー
58
ー
2
3
2
3

・
市
役
所
市
民
生
活
グ
ル
ー
プ

T
52
ー
1
1
1
1
（
内
線
264
）

個
人
事
業
税
第
1
期
分
の
納
期
限
は
、

8
月
31
日
（金）
で
す
。

納
税
は
、
送
付
さ
れ
た
納
税
通
知
書

で
納
期
限
内
に
、
銀
行
・
郵
便
局
な
ど

の
金
融
機
関
ま
た
は
県
税
事
務
所
収
納

窓
口
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、P

a
y-e
a
s
y

（
ペ
イ
ジ
ー
）

に
対
応
し
て
い
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ

ン
キ
ン
グ
ま
た
は
A
T
M
を
利
用
し
て

納
付
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
詳
し
く

は
愛
知
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

な
お
、
納
税
に
は
便
利
で
安
全
な
口

座
振
替
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

手
続
き
を
希
望
す
る
方
は
、
預
（
貯
）

金
口
座
に
ご
使
用
の
印
鑑
を
お
持
ち
の

う
え
、
取
り
引
き
し
て
い
る
銀
行
・
郵

便
局
な
ど
の
金
融
機
関
な
ど
へ
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。

※
平
成
19
年
度
第
2
期
分
か
ら
口
座
振

替
の
適
用
と
な
り
ま
す
。

問
合
せ
先

・
県
西
三
河
県
税
事
務
所
県
民
税
・
事

業
税
グ
ル
ー
プ

T
0
5
6
4
ー
27
ー
2
7
1
3

・
県
税
務
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
://w

w
w
.p
re
f.a
ic
h
i.jp
/

国
民
健
康
保
険
税
（
国
保
税
）
の
第

1
期
と
第
2
期
は
、
仮
算
定
と
し
て
、

暫
定
的
に
前
年
度
の
年
税
額
の
そ
れ
ぞ

れ
8
分
の
1
相
当
額
を
納
め
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

本
算
定
で
あ
る
8
月
は
、
前
年
中
の

課
税
総
所
得
金
額
と
今
年
度
の
固
定
資

産
税
額
が
決
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
今

年
度
納
め
て
い
た
だ
く
国
保
税
の
年
税

額
が
確
定
し
ま
す
。

第
3
期
以
降
の
税
額
は
、
こ
の
確
定

し
た
年
税
額
か
ら
、
4
月
に
通
知
し
た

第
1
・
2
期
の
税
額
を
差
し
引
い
た
残

額
で
す
。
第
3
期
か
ら
第
8
期
の
6
回

広報たかはま H19.8.1 10

水
道
メ
ー
タ
ー
の

取
り
替
え
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

国
保
税
の
年
税
額
が

確
定
し
ま
す

動
物
保
護
管
理
セ
ン
タ
ー

業
務
休
止
の
お
知
ら
せ

市政ト
ピ
ッ
ク
ス

C I T Y  T O P I C S

個
人
事
業
税

第
1
期
分
納
期
限
は

8
月
31
日
で
す

  


